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平成２８年 第７回 教 育 委 員 会 会 議 録 

開 催 日 時 平成２８年６月２７日（月） 午後３時１分から午後３時５５分まで 

開 催 場 所 滝川市役所９階 第一委員会室 

出
席
委
員
氏
名 

教 育 長 山 﨑   猛 

教育長職務代理者 田 代 雄 一 

委  員 朝 日 幸 世 

委  員 芳 村 敦 子 

委  員 蜂 矢 忠 昭 

その他の出席者 

田中部長 小野指導参事 杉原課長 橋本課長 

法村事務長 景由課長 小山館長 木村館長 

寺嶋課長補佐 山本係長 三戸部主事 

傍聴者の人数 

傍聴 ０ 人 

 

１．開   会 

 

午後３時01分 山﨑教育長開会を宣し会議に入る。 

 

２．議事録署名 

委員の指名 

 

３．前回会議録 

の 承 認 

 

４．報   告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芳村委員 

 

 

平成28年５月27日（第６回）会議録を事前配付したもので、これを承認した。 

 

 

 (１)教育長行政報告 

※山﨑教育長～報告事項はありません。 

 

※杉原課長～教育総務課から報告いたします。 

  行政報告については、記載のとおりです。 

  月間業務計画については、７月１日、中空知管内教育委員研修会が開催さ

れ、教育委員全員出席します。 

７月７日、北海道市町村教育委員研修会が開催され、教育長と田代委員が出

席します。 

  ７月12日、滝川西高等学校の学科転換に関わって、第１回滝川市高等学校教

育のあり方に関する検討市民会議を開催します。 

  ７月26日及び27日、北海道都市教育委員会連絡協議会定期総会が紋別市で開

催され、教育長と田代委員が出席します。 

 

※橋本課長～学校運営課から報告いたします。 

  行政報告及び月間業務計画については、記載のとおりです。 
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※法村事務長～滝川西高等学校から報告いたします。 

  行政報告については、記載のとおりです。 

  月間業務計画については、７月７日に合唱コンクール、７月８日及び９日に

滝西祭を行います。今年の滝西祭は、より多くの方にお越しいただくために、

一般公開を２日間とし、８日は午前10時から午後４時まで、９日は午前９時か

ら午後１時20分までとしています。 

 

※景由課長～社会教育課から報告いたします。 

  行政報告について、３番と４番、５月20日に第１回滝川市文化ゾーン活用事

業実行委員会、６月８日に第１回滝川市文化ゾーン検討市民会議を開催しまし

た。既存の文化ゾーンを活用する事業を検討する実行委員会と、文化ゾーンに

ある施設と文化ゾーンで提供している機能・サービスについて検討していく市

民会議をそれぞれ開催しました。 

  月間業務計画については、７月12日、少年の主張空知地区大会が沼田町民会

館で行われ、６月11日に開催された少年の主張滝川地区大会で最優秀賞を受賞

した作文を改めて空知地区大会で発表する予定です。 

  ７月８日、福寿大学学生自治会研修旅行ということで、今年は南空知方面へ

行き、小林酒造株式会社、谷田製菓株式会社、コカ・コーラ環境ハウス等を見

学する予定です。 

  スポーツ振興係の欄に７月１日、パークゴルフ場のネーミングライツの公募

開始と加筆願います。 

７月６日、ＮＨＫテレビラジオの体操指導者の鈴木大輔先生及びアシスタン

トの五日市祐子先生をお招きし、ラジオ体操講習会が教育支援センターで行わ

れます。受講料は無料です。 

  ７月１日から平成29年３月31日までスポーツセンター第１体育館は耐震改修

工事のため休館します。滝川市体育協会の事務所は、７月５日にサイクリング

ターミナルに移転しますが、連絡先は変更ありません。 

 

※木村館長～図書館から報告いたします。 

  行政報告については、２番、５月16日から６月８日、子どもの読書週間事業

の参加型展示として、「よむよむ新幹線でしゅっぱつ！」を行い、延65人の参加

がありました。 

７番、５月25日から６月３日、開西中学校、東小学校で図書館学級文庫を実

施し、計21学級991冊の貸出しを行いました。 

 月間業務計画については、７月23日から夏休みということで、宿題や自由研

究をサポートするため、「読書感想文」や「調べる学習」「夏休み工作」といっ

た大型展示を実施します。 

 ７月９日、絵本のおはなし会「たまてばこ」なつだ！まつりだ！たまてばこ

は、例年200人から300人の子ども達が参加している大人気企画で、今年度も開

催します。 
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 ７月23日、夏の「こわ～い」おはなし会＆きもだめしは、興禅寺の全面的な

ご協力をいただき、本堂で読み聞かせをした後、納骨堂できもだめしをすると

いう内容で、昨年は200人の参加があり、今年度も引き続き実施します。 

 同じく23日、「まなび体験スタンプラリー」は、美術自然史館、図書館、航空

動態博物館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、川の科学館及び伝習館を子ども達が景品を

もらいながら巡り、夏休みの自由研究にも役立ててもらおうという企画で、今

年で３年目の開催です。 

  ７月30日、図書館を使った調べる学習体験講座は、新規事業「調べる学習コ

ンクール」のＰＲ活動の一環で図書館振興財団の講師をお招きし、保護者と子

ども達を対象に、調べる学習コンクールに出す資料の作り方やこんなことを調

べてみようということをお話していただきます。 

※小山館長～美術自然史館から報告いたします。 

  行政報告については、記載のとおりです。 

  月間業務計画について、机上にチラシを配付しましたが、美術自然史館開館

30周年記念として、７月16日から「空知の化石展」が開催されます。化石の発

見が美術自然史館建設のきっかけのひとつとなり、さらには北海道の天然記念

物にも指定されているタキカワカイギュウをはじめ、新十津川町のマイルカ、

沼田町のネズミイルカ、三笠市のアンモナイトなど化石の多様性を紹介する展

覧会です。郷土の財産でもある化石への理解を深めていただきたいと考えてい

ます。 

  ７月９日、西小学校で土曜リカ広場を行いますので、加筆願います。 

 

(２)各所管事務報告 

①第２回市議会定例会一般質問について 

※田中部長～別添「資料№４－１」を用いて説明。 

 

報告済 

 

②５月分児童生徒の教育相談等における状況報告について 

※杉原課長～別添「資料№４－２」を用いて説明。 

 

報告済 

 

③社会教育施設の利用状況について 

※景由課長～別添「資料№４－３」を用いて説明。 

 

報告済 

 

 

○議案第１号 滝川市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則 
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５．議   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．そ の 他 

 

 

※杉原課長から次のとおり提案理由を説明。 

  平成28年４月１日付け機構改革に伴い、改正したいとするものである。この

規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の滝川市教育委員会

事務局組織規則の規定、第２条の規定による改正後の滝川市教育委員会公印規

則の規定、第３条の規定による改正後の滝川市教育支援委員会議規則の規定、

第４条の規定による改正後の滝川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の規

定、第５条の規定による改正後の滝川市いじめ問題対策連絡協議会規則の規定

及び第６条の規定による改正後の滝川市いじめ防止専門委員会規則の規定は、

平成28年４月１日から適用する。 

 

原案どおり可決 

 

○議案第２号 滝川市教育委員会事務局事務決裁規程及び滝川市教育委員会事

務局職員等懲戒審査職員会議規程の一部を改正する規程 

※杉原課長から次のとおり提案理由を説明。 

  平成28年４月１日付け機構改革に伴い、改正したいとするものである。この

規程は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の滝川市教育委員会

事務局事務決裁規程の規定及び第２条の規定による改正後の滝川市教育委員会

事務局職員等懲戒審査職員会議規程の規定は、平成28年４月１日から適用す

る。 

 

原案どおり可決 

 

○議案第３号 滝川市教育支援センター条例施行規則等の一部を改正する規則 

※景由課長から次のとおり提案理由を説明。 

  年末年始の休館日を変更するものである。この規則は、公布の日から施行す

る。 

 

原案どおり可決 

 

○議案第４号 滝川市文化センター条例施行規則の一部を改正する規則 

※景由課長から次のとおり提案理由を説明。 

  附則を附則第１項とし、同項に見出しを追加するものである。この規則は、

平成28年７月１日から施行する。 

 

原案どおり可決 

 

(１)次回会議日程 

※杉原課長～次回の教育委員会議の開催についてお諮りし、７月22日（金）午後

１時30分から開催することで承認あり。 
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７．閉 会 午後３時55分 

 

 

 


